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 横 浜 は 、 開 港 当 時 か ら 新 し い 文 化 や 国 内 外 の 様 々 な 人 々 を 広 く 受

け 入 れ な が ら 、 独 自 の 文 化 を 創 り 出 し て き た 。 こ の 横 浜 の 文 化 が 福

祉 の ま ち づ く り に 生 か さ れ 、 昭 和 49 年 に 、 高 齢 者 、 子 ど も 、 障 害 者

等 全 て の 市 民 が 生 活 し 、 活 動 で き る 横 浜 市 の 実 現 を 理 念 と し た 福 祉

の 風 土 づ く り 推 進 事 業 を 開 始 し 、 今 日 ま で の 様 々 な 取 組 に つ な が っ

て い る 。  

近 年 の 少 子 高 齢 化 や 生 活 様 式 の 多 様 化 な ど 、 市 民 の 生 活 環 境 は 大

き く 変 化 し 、 暮 ら し が 便 利 に な っ た 半 面 、 人 と 人 と の つ な が り が 希

薄 化 し 、 社 会 の 中 で 孤 立 す る 人 が 増 え る な ど 新 た な 課 題 も 生 じ て い

る 。  

こ の よ う な 状 況 だ か ら こ そ 、 横 浜 が 培 っ て き た 多 様 な 文 化 を 受 け

入 れ る 風 土 を 大 切 に し な が ら 、 一 人 一 人 の 個 性 を 尊 重 し 、 認 め 合 う

社 会 が 求 め ら れ て い る 。  

福 祉 の ま ち づ く り の 基 本 的 な 考 え 方 で あ る 基 本 的 人 権 の 保 障 、 生

活 者 主 体 の 視 点 並 び に 市 民 、 事 業 者 及 び 行 政 に よ る 協 働 に 加 え 、 暮

ら す 人 だ け で な く 訪 れ る 人 や 勤 め る 人 も 含 め 、 横 浜 に 関 わ る 全 て の

人 が お 互 い を 尊 重 し 、 助 け 合 う 、 人 の 優 し さ に あ ふ れ た ま ち づ く り



を 基 本 理 念 と し 、 市 民 、 事 業 者 及 び 行 政 が 一 体 と な っ て 、 次 世 代 に

つ な げ て い く こ と が で き る ま ち を 目 指 し 、 こ の 条 例 を 制 定 す る 。  

    第 １ 章  総 則  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 福 祉 の ま ち づ く り に つ い て 、 横 浜 市 （ 以 下 「

市 」 と い う 。）、 事 業 者 及 び 市 民 の 責 務 を 明 ら か に し 、 福 祉 の ま

ち づ く り に 関 す る 施 策 の 基 本 的 事 項 を 定 め る と と も に 、 高 齢 者 、

障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 18 年 法 律 第

91 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。） 第 14 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 特 別 特

定 建 築 物 に 追 加 す る 特 定 建 築 物 等 を 定 め る こ と に よ り 、 福 祉 の ま

ち づ く り に 関 す る 施 策 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 し 、 も っ て 人 間

性 豊 か な 福 祉 都 市 の 実 現 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 こ の 条 例 に お い て 定 め る

も の の ほ か 、 法 及 び 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に

関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 18 年 政 令 第 379 号 。 以 下 「 令 」 と い う 。

） の 例 に よ る 。  

２  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号

に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(1)  福 祉 の ま ち づ く り  高 齢 者 、 障 害 者 等 を 含 む 全 て の 人 が 相 互

に 交 流 し 、 支 え 合 う と と も に 、 安 全 か つ 円 滑 に 施 設 を 利 用 す る

こ と が で き 、 あ ら ゆ る 分 野 の 活 動 に 参 加 す る こ と が で き る 環 境

を 整 備 す る こ と を い う 。  

(2)  高 齢 者 、 障 害 者 等  高 齢 者 で 日 常 生 活 又 は 社 会 生 活 に 身 体 等

の 機 能 上 の 制 限 を 受 け る も の 、 障 害 者 基 本 法 （ 昭 和 45 年 法 律 第

84 号 ） 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 障 害 者 そ の 他 こ れ ら の 者 に 準 ず

る 日 常 生 活 又 は 社 会 生 活 に 制 限 を 受 け る 者 を い う 。 た だ し 、 第

22 条 か ら 第 24 条 ま で に お い て は 、 法 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 高

齢 者 、 障 害 者 等 を い う 。  

(3)  一 般 都 市 施 設  病 院 、 診 療 所 、 学 校 、 飲 食 店 、 ホ テ ル 、 劇 場

、 物 品 販 売 業 を 営 む 店 舗 、 鉄 道 の 駅 、 道 路 、 公 園 そ の 他 の 不 特

定 か つ 多 数 の 者 の 利 用 に 供 す る 部 分 を 有 す る 施 設 及 び こ れ ら に

準 ず る 施 設 で 規 則 で 定 め る も の を い う 。  

(4)  指 定 施 設  一 般 都 市 施 設 の う ち 、 規 則 で 定 め る 種 類 及 び 規 模

の も の を い う 。  

 （ 市 の 責 務 ）  

第 ３ 条  市 は 、 こ の 条 例 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 福 祉 の ま ち づ く り  

に 関 す る 総 合 的 か つ 計 画 的 な 施 策 を 策 定 し 、 及 び 実 施 す る 責 務 を

有 す る 。  

２  市 は 、 事 業 者 及 び 市 民 の 福 祉 の ま ち づ く り に 関 す る 活 動 に 対 し



、 そ の 自 発 性 を 尊 重 す る と と も に 、 必 要 に 応 じ て 支 援 す る 措 置 を

講 ず る も の と す る 。  

３  市 は 、 自 ら 設 置 し 、 又 は 管 理 す る 施 設 を 高 齢 者 、 障 害 者 等 が 安

全 か つ 円 滑 に 利 用 で き る よ う に す る た め の 措 置 を 講 ず る よ う 努 め

る も の と す る 。  

 （ 事 業 者 の 責 務 ）  

第 ４ 条  事 業 者 は 、 福 祉 の ま ち づ く り に つ い て 理 解 を 深 め 、 自 ら 積

極 的 に 福 祉 の ま ち づ く り を 推 進 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

２  事 業 者 は 、 他 の 事 業 者 と 協 力 し て 、 福 祉 の ま ち づ く り を 推 進 す

る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

３  事 業 者 は 、 市 が こ の 条 例 に 基 づ き 実 施 す る 福 祉 の ま ち づ く り に

関 す る 施 策 に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。  

４  事 業 者 は 、 自 ら 所 有 し 、 又 は 管 理 す る 施 設 を 高 齢 者 、 障 害 者 等

が 安 全 か つ 円 滑 に 利 用 で き る よ う に す る た め の 措 置 を 講 ず る よ う

努 め な け れ ば な ら な い 。  

 （ 市 民 の 責 務 ）  

第 ５ 条  市 民 は 、 福 祉 の ま ち づ く り に つ い て 理 解 を 深 め 、 自 ら 積 極

的 に 福 祉 の ま ち づ く り を 推 進 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

２  市 民 は 、 相 互 に 協 力 し て 、 福 祉 の ま ち づ く り を 推 進 す る よ う 努

め な け れ ば な ら な い 。  

３  市 民 は 、 市 が こ の 条 例 に 基 づ き 実 施 す る 福 祉 の ま ち づ く り に 関

す る 施 策 に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 市 、 事 業 者 及 び 市 民 の 協 力 及 び 連 携 ）  

第 ６ 条  市 、 事 業 者 及 び 市 民 は 、 相 互 に 協 力 し 、 及 び 連 携 し 、 一 体

と な っ て 福 祉 の ま ち づ く り を 推 進 し な け れ ば な ら な い 。  

   第 ２ 章  横 浜 市 福 祉 の ま ち づ く り 推 進 会 議  

 （ 設 置 ）  

第 ７ 条  市 長 の 諮 問 に 応 じ 、 福 祉 の ま ち づ く り の 推 進 に 関 す る 基 本

的 事 項 を 調 査 審 議 す る た め 、 市 長 の 附 属 機 関 と し て 、 横 浜 市 福 祉

の ま ち づ く り 推 進 会 議 （ 以 下 「 推 進 会 議 」 と い う 。） を 置 く 。  

２  推 進 会 議 は 、 福 祉 の ま ち づ く り の 推 進 に 関 す る 基 本 的 事 項 に つ

い て 、 市 長 に 意 見 を 述 べ る こ と が で き る 。  

３  推 進 会 議 に 、 必 要 に 応 じ 小 委 員 会 又 は 専 門 委 員 会 を 置 く こ と が

で き る 。  

 （ 組 織 ）  

第 ８ 条  推 進 会 議 は 、 委 員 30 人 以 内 を も っ て 組 織 す る 。  

２  委 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 の う ち か ら 、 市 長 が 任 命 す る 。  

 (1)  学 識 経 験 の あ る 者  

 (2)  事 業 者  

 (3)  関 係 団 体 を 代 表 す る 者  



 (4)  関 係 行 政 機 関 の 職 員  

 (5)  前 各 号 に 掲 げ る 者 の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め る 者  

 （ 委 員 の 任 期 ）   

第 ９ 条  委 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と す る 。 た だ し 、 委 員 が 欠 け た 場 合 に

お け る 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

２  委 員 は 、 再 任 さ れ る こ と が で き る 。  

 （ 会 長 及 び 副 会 長 ）  

第 10 条  推 進 会 議 に 、 会 長 及 び 副 会 長 １ 人 を 置 く 。  

２  会 長 及 び 副 会 長 は 、 委 員 の 互 選 に よ っ て 定 め る 。  

３  会 長 は 、 推 進 会 議 を 代 表 し 、 会 務 を 総 理 し 、 会 議 の 議 長 と な る

 。  

４  副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 が あ る と き 、 又 は 会 長 が

欠 け た と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

 （ 委 任 ）  

第 11 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 推 進 会 議 の 組 織 及 び 運 営 に

関 し 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 推 進 会 議 に 諮 っ て 定 め る 。  

   第 ３ 章  基 本 的 施 策  

 （ 指 針 の 策 定 ）  

第 12 条  市 長 は 、 福 祉 の ま ち づ く り に 関 す る 施 策 を 総 合 的 か つ 計 画

的 に 推 進 す る た め の 基 本 と な る 指 針 （ 以 下 「 推 進 指 針 」 と い う 。

） を 策 定 す る も の と す る 。  

２  推 進 指 針 に 定 め る 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。  

(1)  福 祉 の ま ち づ く り に 関 す る 目 標  

(2)  福 祉 の ま ち づ く り に 関 す る 施 策 の 方 向  

(3)  市 、 事 業 者 及 び 市 民 が 一 体 と な っ て 福 祉 の ま ち づ く り を 推 進

す る た め の 具 体 的 方 針  

(4)  前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 福 祉 の ま ち づ く り に 関 す る 施 策

の 総 合 的 か つ 計 画 的 な 推 進 を 図 る た め の 重 要 事 項  

３  市 長 は 、 推 進 指 針 を 定 め 、 又 は こ れ を 変 更 し よ う と す る と き は

、 あ ら か じ め 、 推 進 会 議 に 諮 る も の と す る 。  

 （ 情 報 の 提 供 、 教 育 の 充 実 等 ）  

第 13 条  市 は 、 福 祉 の ま ち づ く り に 関 し て 事 業 者 及 び 市 民 が 理 解 を

深 め る と と も に 、 こ れ ら の 者 の 自 発 的 な 活 動 を 促 進 す る た め 、 福

祉 の ま ち づ く り に 関 す る 情 報 の 収 集 及 び 提 供 、 教 育 の 充 実 並 び に

学 習 の 支 援 に 努 め る も の と す る 。  

 （ 調 査 研 究 等 ）  

第 14 条  市 は 、 福 祉 の ま ち づ く り に 関 す る 施 策 を 効 果 的 に 推 進 す る

た め 、 必 要 な 調 査 及 び 研 究 を 実 施 す る も の と す る 。  

２  市 は 、 事 業 者 及 び 市 民 が 行 う 福 祉 の ま ち づ く り に 関 す る 調 査 及

び 研 究 に つ い て 支 援 を 行 う よ う 努 め る も の と す る 。  



 （ 財 政 上 の 措 置 ）  

第 15 条  市 長 は 、 福 祉 の ま ち づ く り を 推 進 す る た め 、 必 要 な 財 政 上

の 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す る 。  

 （ 表 彰 ）  

第 16 条  市 長 は 、 福 祉 の ま ち づ く り の 推 進 に 関 し て 著 し い 功 績 の あ

っ た 者 に 対 し て 表 彰 を 行 う こ と が で き る 。  

 （ 福 祉 の ま ち づ く り 重 点 推 進 地 区 ）  

第 17 条  市 長 は 、 福 祉 の ま ち づ く り を 推 進 す る こ と が 特 に 必 要 と 認

め ら れ る 地 区 を 福 祉 の ま ち づ く り 重 点 推 進 地 区 と し て 指 定 す る こ

と が で き る 。  

２  前 項 の 指 定 は 、 そ の 区 域 を 告 示 す る こ と に よ り 行 う も の と す る

。  

３  市 長 は 、 福 祉 の ま ち づ く り 重 点 推 進 地 区 を 指 定 す る と き は 、 あ

ら か じ め 、 推 進 会 議 に 諮 る も の と す る 。  

 （ 市 民 参 画 の 確 保 ）  

第 18 条  市 長 は 、 福 祉 の ま ち づ く り に 関 す る 施 策 に つ い て 検 討 、 評

価 等 を 行 う 場 合 は 、 事 業 者 及 び 市 民 か ら 広 く 意 見 を 求 め る も の と

す る 。  

   第 ４ 章  施 設 の 整 備  

    第 １ 節  特 別 特 定 建 築 物 に 追 加 す る 特 定 建 築 物 及 び 特 別 特

定 建 築 物 の 建 築 の 規 模  

 （ 特 別 特 定 建 築 物 に 追 加 す る 特 定 建 築 物 ）  

第 19 条  法 第 14 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 条 例 で 定 め る 特 別 特 定 建 築

物 に 追 加 す る 特 定 建 築 物 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

 (1)  学 校 （ 令 第 ５ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 特 定 建 築 物 を 除 く 。）  

 (2)  共 同 住 宅  

 (3)  老 人 ホ ー ム 、 保 育 所 、 福 祉 ホ ー ム そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の

（ 令 第 ５ 条 第 ９ 号 に 規 定 す る 特 定 建 築 物 を 除 く 。）  

 (4)  体 育 館 、 水 泳 場 、 ボ ー リ ン グ 場 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 運 動 施

設 （ 令 第 ５ 条 第 11 号 に 規 定 す る 特 定 建 築 物 を 除 く 。）  

 （ 特 別 特 定 建 築 物 の 建 築 の 規 模 ）  

第 20 条  法 第 14 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 条 例 で 定 め る 特 別 特 定 建 築

物 （ 前 条 （ 第 ２ 号 を 除 く 。） に 規 定 す る 特 定 建 築 物 を 含 む 。 以 下

こ の 条 に お い て 同 じ 。） の 建 築 の 規 模 は 、 別 表 ( あ ) 欄 に 掲 げ る 特 別

特 定 建 築 物 ご と に 、 そ れ ぞ れ 床 面 積 （ 増 築 若 し く は 改 築 又 は 用 途

の 変 更 の 場 合 に あ っ て は 、 当 該 増 築 若 し く は 改 築 又 は 用 途 の 変 更

に 係 る 部 分 の 床 面 積 。 以 下 同 じ 。） の 合 計 が 同 表 ( い ) 欄 に 掲 げ る 数

値 で あ る こ と と す る 。  

    第 ２ 節  建 築 物 移 動 等 円 滑 化 基 準 及 び 整 備 基 準  

     第 １ 款  建 築 物 移 動 等 円 滑 化 基 準  



 （ 建 築 物 移 動 等 円 滑 化 基 準 に 付 加 す る 事 項 ）  

第 21 条  法 第 14 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 条 例 で 定 め る 建 築 物 移 動 等

円 滑 化 基 準 に 付 加 す る 事 項 は 、 建 築 物 特 定 施 設 に つ い て 規 則 で 定

め る 構 造 及 び 配 置 に 関 す る 事 項 と す る 。  

 （ 増 築 等 に 関 す る 適 用 範 囲 ）  

第 22 条  建 築 物 の 増 築 又 は 改 築 （ 用 途 の 変 更 を し て 特 別 特 定 建 築 物

（ 第 19 条 に 規 定 す る 特 定 建 築 物 を 含 む 。 以 下 同 じ 。） に す る こ と

を 含 む 。 第 １ 号 に お い て 「 増 築 等 」 と い う 。） を す る 場 合 に は 、

前 条 の 規 定 に よ り 規 則 で 定 め る 事 項 に つ い て は 、 次 に 掲 げ る 建 築

物 の 部 分 に 限 り 、 適 用 す る 。  

 (1)  当 該 増 築 等 に 係 る 部 分  

 (2)  道 等 か ら 前 号 に 掲 げ る 部 分 に あ る 利 用 居 室 ま で の １ 以 上 の 経

路 を 構 成 す る 出 入 口 、 廊 下 等 、 階 段 、 傾 斜 路 、 エ レ ベ ー タ ー そ

の 他 の 昇 降 機 及 び 敷 地 内 の 通 路  

 (3)  不 特 定 か つ 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢 者 、 障 害 者

等 が 利 用 す る 便 所  

 (4)  第 １ 号 に 掲 げ る 部 分 に あ る 利 用 居 室 （ 当 該 部 分 に 利 用 居 室 が

設 け ら れ て い な い と き は 、 道 等 。 第 ６ 号 に お い て 同 じ 。） か ら

車 い す 使 用 者 用 便 房 （ 前 号 に 掲 げ る 便 所 に 設 け ら れ る も の に 限

る 。） ま で の １ 以 上 の 経 路 を 構 成 す る 出 入 口 、 廊 下 等 、 階 段 、

傾 斜 路 、 エ レ ベ ー タ ー そ の 他 の 昇 降 機 及 び 敷 地 内 の 通 路  

 (5)  不 特 定 か つ 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢 者 、 障 害 者

等 が 利 用 す る 駐 車 場  

 (6)  車 い す 使 用 者 用 駐 車 施 設 （ 前 号 に 掲 げ る 駐 車 場 に 設 け ら れ る

も の に 限 る 。） か ら 第 １ 号 に 掲 げ る 部 分 に あ る 利 用 居 室 ま で の

１ 以 上 の 経 路 を 構 成 す る 出 入 口 、 廊 下 等 、 階 段 、 傾 斜 路 、 エ レ

ベ ー タ ー そ の 他 の 昇 降 機 及 び 敷 地 内 の 通 路  

 （ 条 例 で 定 め る 特 定 建 築 物 に 関 す る 読 替 え ）  

第 23 条  第 19 条 の 規 定 に よ り 特 別 特 定 建 築 物 に 追 加 し た 特 定 建 築 物

に 対 す る 前 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 ３ 号 及 び 第 ５ 号 中

「 不 特 定 か つ 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢 者 、 障 害 者 等

が 利 用 す る 」 と あ る の は 、 「 多 数 の 者 が 利 用 す る 」 と す る 。  

 （ 適 用 除 外 ）  

第 24 条  第 19 条 か ら 第 22 条 ま で の 規 定 は 、 市 長 が こ れ ら の 規 定 に よ

る こ と な く 高 齢 者 、 障 害 者 等 が 特 別 特 定 建 築 物 を 円 滑 に 利 用 で き

る と 認 め て 許 可 し た 場 合 又 は 建 築 物 若 し く は そ の 敷 地 の 形 態 上 、

建 築 物 の 構 造 上 、 利 用 の 目 的 上 そ の 他 の 理 由 に よ り や む を 得 な い

と 認 め て 許 可 し た 場 合 は 、 適 用 し な い 。  

     第 ２ 款  一 般 都 市 施 設 整 備 基 準 及 び 指 定 施 設 整 備 基 準  

 （ 整 備 基 準 ）  



第 25 条  市 長 は 、 一 般 都 市 施 設 を 高 齢 者 、 障 害 者 等 が 安 全 か つ 円 滑

に 利 用 で き る よ う に す る た め の 基 準 （ 以 下 「 整 備 基 準 」 と い う 。

） を 定 め る も の と す る 。  

２  指 定 施 設 以 外 の 一 般 都 市 施 設 に 関 す る 整 備 基 準 （ 以 下 「 一 般 都

市 施 設 整 備 基 準 」 と い う 。） は 、 通 路 及 び 出 入 口 の 構 造 に 関 す る

事 項 そ の 他 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 安 全 か つ 円 滑 な 利 用 に 必 要 と な る

事 項 に つ い て 、 当 該 一 般 都 市 施 設 の 種 類 及 び 規 模 に 応 じ て 規 則 で

定 め る も の と す る 。  

３  指 定 施 設 に 関 す る 整 備 基 準 （ 以 下 「 指 定 施 設 整 備 基 準 」 と い う

。） は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 、 当 該 指 定 施 設 の 種 類 及 び 規 模

に 応 じ て 規 則 で 定 め る も の と す る 。  

(1)  通 路 の 構 造 及 び 配 置  

 (2)  出 入 口 の 構 造 及 び 配 置  

 (3)  廊 下 等 、 階 段 、 傾 斜 路 及 び エ レ ベ ー タ ー そ の 他 の 昇 降 機 の 構

造 及 び 配 置  

 (4)  便 所 及 び 駐 車 場 の 構 造 及 び 配 置  

 (5)  客 室 及 び 浴 室 、 シ ャ ワ ー 室 又 は 更 衣 室 の 構 造 及 び 配 置  

 (6)  歩 道 の 構 造 及 び 配 置  

 (7)  標 識 、 案 内 設 備 及 び 警 報 設 備 の 構 造 及 び 配 置  

 (8)  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 安 全 か つ 円

滑 な 利 用 に 必 要 と な る も の の 構 造 及 び 配 置  

 （ 整 備 基 準 の 遵 守 ）  

第 26 条  一 般 都 市 施 設 の 新 設 又 は 改 修 （ 建 築 物 に あ っ て は 、 建 築 （

用 途 の 変 更 を し て 一 般 都 市 施 設 に す る こ と を 含 む 。） 又 は 建 築 基

準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 201 号 ） 第 ２ 条 第 14 号 に 規 定 す る 大 規 模 の

修 繕 若 し く は 同 条 第 15 号 に 規 定 す る 大 規 模 の 模 様 替 を い う 。 附 則

第 ８ 項 に お い て 同 じ 。） を し よ う と す る 者 は 、 指 定 施 設 以 外 の 一

般 都 市 施 設 に あ っ て は 一 般 都 市 施 設 整 備 基 準 を 、 指 定 施 設 に あ っ

て は 指 定 施 設 整 備 基 準 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 こ れ

ら の 整 備 基 準 を 遵 守 す る 場 合 と 同 等 以 上 に 高 齢 者 、 障 害 者 等 が 安

全 か つ 円 滑 に 利 用 す る こ と が で き る 場 合 又 は 一 般 都 市 施 設 の 規 模

、 構 造 、 地 形 の 状 況 等 に よ り 、 こ れ ら の 整 備 基 準 を 遵 守 す る こ と

が 困 難 で あ る と 市 長 が 認 め る 場 合 に あ っ て は 、 こ の 限 り で な い 。  

 （ 既 存 施 設 の 整 備 ）  

第 27 条  こ の 款 の 規 定 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 一 般 都 市 施 設 （ 以 下 「

既 存 施 設 」 と い う 。） を 所 有 し 、 又 は 管 理 す る 者 は 、 当 該 既 存 施

設 に つ い て 、 指 定 施 設 以 外 の 一 般 都 市 施 設 に あ っ て は 一 般 都 市 施

設 整 備 基 準 に 、 指 定 施 設 に あ っ て は 指 定 施 設 整 備 基 準 に 適 合 さ せ

る た め の 措 置 を 講 ず る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

    第 ３ 節  一 般 都 市 施 設 及 び 指 定 施 設 の 整 備  



 （ 事 前 協 議 ）  

第 28 条  指 定 施 設 の 新 設 又 は 改 修 （ 建 築 物 に あ っ て は 、 建 築 （ 用 途

の 変 更 を し て 指 定 施 設 に す る 場 合 を 含 む 。） 又 は 建 築 基 準 法 第 ２

条 第 14 号 に 規 定 す る 大 規 模 の 修 繕 若 し く は 同 条 第 15 号 に 規 定 す る

大 規 模 の 模 様 替 を い う 。 第 36 条 に お い て 同 じ 。） を し よ う と す る

者 （ 以 下 「 指 定 施 設 整 備 者 」 と い う 。） は 、 第 25 条 第 ３ 項 各 号 に

掲 げ る 事 項 に つ い て 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 あ ら か じ め 、

市 長 と 協 議 し な け れ ば な ら な い 。 協 議 し た 内 容 を 変 更 し よ う と す

る と き も 、 同 様 と す る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 協 議 に 係 る 指 定 施 設 に つ い て 、 高 齢

者 、 障 害 者 等 が 安 全 か つ 円 滑 に 利 用 で き る よ う に す る た め の 措 置

の 適 確 な 実 施 を 確 保 す る た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 協

議 を し た 者 に 対 し 、 必 要 な 指 導 及 び 助 言 を す る こ と が で き る 。  

 （ 工 事 完 了 の 届 出 ）  

第 29 条  前 条 第 １ 項 に よ る 協 議 を し た 者 は 、 当 該 協 議 に 係 る 工 事 を

完 了 し た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 速 や か に 、 そ の 旨

を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

 （ 完 了 検 査 ）  

第 30 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た と き は 、 当 該 届 出

に 係 る 指 定 施 設 が 指 定 施 設 整 備 基 準 に 適 合 し て い る か ど う か の 検

査 を 行 う も の と す る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 検 査 を 行 っ た 場 合 に お い て 、 当 該 指

定 施 設 に つ い て 、 第 28 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 行 わ れ た 協 議 の 内 容

と 異 な り 、 か つ 、 指 定 施 設 整 備 基 準 に 適 合 し て い な い と 認 め る と

き は 、 前 条 の 規 定 に よ る 届 出 を し た 者 に 対 し 、 必 要 な 指 導 及 び 助

言 を す る こ と が で き る 。  

 （ 適 合 証 の 交 付 ）  

第 31 条  市 長 は 、 前 条 第 １ 項 の 検 査 の 結 果 、 第 29 条 の 規 定 に よ る 届

出 に 係 る 指 定 施 設 が 指 定 施 設 整 備 基 準 に 適 合 し て い る と 認 め る と

き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ れ を 証 す る 証 票 （ 以 下 「 指

定 施 設 整 備 基 準 適 合 証 」 と い う 。） を 当 該 届 出 を し た 者 に 交 付 す

る も の と す る 。  

２  指 定 施 設 以 外 の 一 般 都 市 施 設 を 所 有 し 、 又 は 管 理 す る 者 は 、 当

該 一 般 都 市 施 設 を 一 般 都 市 施 設 整 備 基 準 に 適 合 さ せ た と き は 、 規

則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 市 長 に 対 し 、 一 般 都 市 施 設 整 備 基 準 に

適 合 し て い る こ と を 証 す る 証 票 （ 以 下 「 一 般 都 市 施 設 整 備 基 準 適

合 証 」 と い う 。） の 交 付 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 当 該 一 般 都 市 施 設 を 指 定 施 設 整 備 基 準 に も 適 合 さ せ た と き

は 、 市 長 に 対 し 、 指 定 施 設 整 備 基 準 適 合 証 の 交 付 も 請 求 す る こ と

が で き る 。  



３  指 定 施 設 を 所 有 し 、 又 は 管 理 す る 者 は 、 当 該 指 定 施 設 を 指 定 施

設 整 備 基 準 に 適 合 さ せ た と き （ 第 １ 項 の 場 合 を 除 く 。） は 、 規 則

で 定 め る と こ ろ に よ り 、 市 長 に 対 し 、 指 定 施 設 整 備 基 準 適 合 証 の

交 付 を 請 求 す る こ と が で き る 。  

４  市 長 は 、 前 ２ 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た 場 合 に お い て 、 指 定

施 設 以 外 の 一 般 都 市 施 設 に あ っ て は 一 般 都 市 施 設 整 備 基 準 （ 第 ２

項 後 段 に 規 定 す る 場 合 に お い て は 、 指 定 施 設 整 備 基 準 ） に 、 指 定

施 設 に あ っ て は 指 定 施 設 整 備 基 準 に 適 合 し て い る と 認 め る と き は

、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 請 求 者 に 対 し 、 そ れ ぞ れ 一 般

都 市 施 設 整 備 基 準 適 合 証 又 は 指 定 施 設 整 備 基 準 適 合 証 を 交 付 し な

け れ ば な ら な い 。  

（ 表 示 板 の 交 付 及 び 掲 示 ）  

第 32 条  市 長 は 、 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 整 備 基 準 に 適 合 し て い る 一 般

都 市 施 設 の 利 用 を 促 進 す る た め 、 一 般 都 市 施 設 の う ち 規 則 で 定 め

る も の を 所 有 し 、 又 は 管 理 す る 者 に 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り

表 示 板 を 交 付 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 表 示 板 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 当 該 表 示 板 を 当

該 施 設 の 見 や す い 箇 所 に 掲 示 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 維 持 保 全 ）  

第 33 条  第 31 条 第 １ 項 及 び 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 交 付 を 受 け た 一 般 都

市 施 設 整 備 基 準 適 合 証 又 は 指 定 施 設 整 備 基 準 適 合 証 に 係 る 施 設 を

所 有 し 、 又 は 管 理 す る 者 は 、 一 般 都 市 施 設 整 備 基 準 又 は 指 定 施 設

整 備 基 準 に 適 合 さ せ た 部 分 の 維 持 保 全 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 前 項 の 施 設 を 所 有 し 、 又

は 管 理 す る 者 に 対 し 、 一 般 都 市 施 設 整 備 基 準 又 は 指 定 施 設 整 備 基

準 に 適 合 さ せ た 部 分 の 維 持 保 全 の 状 況 に つ い て 、 必 要 な 報 告 を 求

め る こ と が で き る 。  

 （ 既 存 指 定 施 設 に 関 す る 調 査 及 び 報 告 ）  

第 34 条  市 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 既 存 施 設 の う ち 指 定

施 設 で あ る も の を 所 有 し 、 又 は 管 理 す る 者 に 対 し 、 当 該 既 存 施 設

の う ち 指 定 施 設 で あ る も の が 指 定 施 設 整 備 基 準 に 適 合 し て い る か

ど う か を 調 査 さ せ 、 そ の 結 果 の 報 告 を 求 め る こ と が で き る 。  

 （ 指 導 及 び 助 言 ）  

第 35 条  市 長 は 、 第 33 条 第 ２ 項 又 は 前 条 の 規 定 に よ る 報 告 が あ っ た

場 合 に お い て 、 当 該 報 告 に 係 る 施 設 に つ い て 、 高 齢 者 、 障 害 者 等

が 安 全 か つ 円 滑 に 利 用 で き る よ う に す る た め の 措 置 の 適 確 な 実 施

を 確 保 す る た め に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 報 告 を し た 者

に 対 し 、 必 要 な 指 導 及 び 助 言 を す る こ と が で き る 。  

 （ 勧 告 ）  

第 36 条  市 長 は 、 第 28 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 協 議 を 行 わ ず に 指 定 施



設 の 新 設 又 は 改 修 に 着 手 し た 者 に 対 し て 、 期 限 を 定 め て 、 当 該 協

議 を 行 う よ う 勧 告 す る こ と が で き る 。  

２  市 長 は 、 指 定 施 設 整 備 者 の 指 定 施 設 の 新 設 又 は 改 修 に 伴 っ て 講

ず る 措 置 が 、 指 定 施 設 整 備 基 準 に 照 ら し て 著 し く 不 十 分 で あ る と

認 め る と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 指 定 施 設 整 備 者

に 対 し 、 指 定 施 設 整 備 基 準 を 勘 案 し て 、 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う

勧 告 す る こ と が で き る 。  

 （ 公 表 ）  

第 37 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 勧 告 を 受 け た 者 が 、 正 当 な 理 由

な く 当 該 勧 告 に 従 わ な い と き は 、 そ の 旨 を 公 表 す る こ と が で き る

。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 公 表 を し よ う と す る と き は 、 あ ら か

じ め 、 推 進 会 議 に 諮 る も の と す る 。  

３  市 長 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ る 公 表 を し よ う と す る 場 合 に お い て

、 前 条 の 規 定 に よ る 勧 告 を 受 け た 者 に 対 し て 、 あ ら か じ め 、 そ の

旨 を 通 知 し 、 意 見 の 聴 取 を 行 う も の と す る 。 た だ し 、 そ の 者 が 正

当 な 理 由 な く 意 見 の 聴 取 に 応 じ な い と き 、 又 は そ の 者 の 所 在 が 不

明 で 通 知 で き な い と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

 （ 立 入 調 査 ）  

第 38 条  市 長 は 、 第 28 条 第 ２ 項 、 第 30 条 、 第 31 条 第 １ 項 及 び 第 ４ 項

、 第 32 条 第 １ 項 、 第 33 条 第 ２ 項 並 び に 第 34 条 か ら 前 条 ま で の 規 定

の 施 行 に 必 要 な 限 度 に お い て 、 そ の 職 員 に 、 指 定 施 設 整 備 者 又 は

一 般 都 市 施 設 を 所 有 し 、 若 し く は 管 理 す る 者 の 同 意 を 得 て 、 当 該

施 設 に 立 ち 入 ら せ 、 一 般 都 市 施 設 整 備 基 準 又 は 指 定 施 設 整 備 基 準

へ の 適 合 状 況 に つ い て 調 査 さ せ る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 立 入 調 査 を 行 う 職 員 は 、 そ の 身 分 を 示 す 証 明

書 を 携 帯 し 、 関 係 人 に 提 示 し な け れ ば な ら な い 。  

    第 ４ 節  車 両 等 及 び 住 宅 の 整 備  

 （ 車 両 等 の 整 備 ）  

第 39 条  車 両 等 を 所 有 し 、 又 は 管 理 す る 者 は 、 当 該 車 両 等 に つ い て

、 高 齢 者 、 障 害 者 等 が 安 全 か つ 円 滑 に 利 用 で き る よ う 整 備 に 努 め

な け れ ば な ら な い 。  

 （ 住 宅 の 整 備 ）  

第 40 条  住 宅 を 供 給 す る 事 業 者 は 、 高 齢 者 、 障 害 者 等 が 安 全 か つ 円

滑 に 利 用 で き る よ う 配 慮 さ れ た 住 宅 の 供 給 に 努 め な け れ ば な ら な

い 。  

   第 ５ 章  雑 則  

 （ 手 数 料 ）  

第 41 条  第 24 条 の 規 定 に 基 づ く 許 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、 申 請 の

際 、 １ 件 に つ き 27,000 円 の 手 数 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  



２  既 納 の 手 数 料 は 、 返 納 し な い 。 た だ し 、 市 長 が や む を 得 な い 理

由 が あ る と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

３  市 長 は 、 公 益 上 必 要 が あ る と 認 め る と き 、 又 は 災 害 そ の 他 特 別

の 理 由 が あ る と 認 め る と き は 、 手 数 料 を 減 免 す る こ と が で き る 。  

 （ 委 任 ）  

第 42 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に つ い て 必

要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 項 の 規

定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

  （ 準 備 行 為 ）  

２  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 （ 以 下 「

新 条 例 」 と い う 。） 第 28 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 協 議 を し よ う と す

る 者 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。） 前 に お

い て も 、 同 条 の 規 定 の 例 に よ り 協 議 を 行 う こ と が で き る 。  

 （ 横 浜 市 高 齢 者 、 障 害 者 等 が 円 滑 に 利 用 で き る 建 築 物 に 関 す る 条

例 の 廃 止 ）  

３  横 浜 市 高 齢 者 、 障 害 者 等 が 円 滑 に 利 用 で き る 建 築 物 に 関 す る 条

例 （ 平 成 16 年 10 月 横 浜 市 条 例 第 51 号 ） は 、 廃 止 す る 。  

  （ 経 過 措 置 ）  

４  こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 福 祉 の

ま ち づ く り 条 例 （ 以 下 「 旧 条 例 」 と い う 。） 第 ８ 条 第 ２ 項 の 規 定

に よ り 任 命 さ れ て い る 委 員 は 、 新 条 例 第 ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り

任 命 さ れ た 委 員 と み な す 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 委 員 の 任 期 は

、 新 条 例 第 ９ 条 第 １ 項 本 文 の 規 定 に か か わ ら ず 、 規 則 で 定 め る 日

ま で と す る 。  

５  旧 条 例 第 12 条 の 規 定 に よ り 策 定 さ れ た 推 進 指 針 は 、 新 条 例 第 12

条 の 規 定 に よ り 策 定 さ れ た 推 進 指 針 と み な す 。  

６  こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 工 事 中 の 特 別 特 定 建 築 物 の 建 築 又 は 修

繕 若 し く は 模 様 替 に つ い て は 、 新 条 例 第 19 条 か ら 第 24 条 ま で の 規

定 は 適 用 せ ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

７  こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 特 別 特 定 建 築 物 で 、 法 附 則 第 ４

条 第 ３ 項 に 規 定 す る 類 似 の 用 途 相 互 間 に お け る 用 途 の 変 更 を す る

も の に つ い て は 、 新 条 例 第 19 条 か ら 第 24 条 ま で の 規 定 は 適 用 せ ず

、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

８  こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 工 事 中 の 一 般 都 市 施 設 の 新 設 又 は 改 修

に つ い て は 、 新 条 例 第 25 条 か ら 第 38 条 ま で の 規 定 は 適 用 せ ず 、 な

お 従 前 の 例 に よ る 。  

別 表 （ 第 20 条 ）  



          （あ）特別特定建築物           （い）床面積の合計  

病院又は診療所（患者の収容施設があるものに限る。）  
 

集会場（一の集会室の床面積が200平方メートルを超えるものに  

限る。）又は公会堂                     

保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署   

老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの   

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその 

他これらに類するもの                    

博物館、美術館又は図書館                  

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物 

で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの           

公衆便所（地方公共団体が設置するものに限る。）       

診療所（患者の収容施設がないものに限る。）         

300平方メートル  

劇場、観覧場、映画館又は演芸場               

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗       

遊技場                           

飲食店                           

理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これ 

らに類するサービス業を営む店舗               

学校                            
 

 

 

 

 

 

 

1,000平方メートル 

集会場（全ての集会室の床面積が200平方メートル以下のものに  

限る。）                          

展示場                           

ホテル又は旅館                       

体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設  



公衆浴場                          

    
自動車の停留又は駐車のための施設（一般公共の用に供されるも 

のに限る。）                        

 

（ 備 考 ）  床 面 積 の 合 計 の 欄 に 定 め の な い 特 別 特 定 建 築 物 は 、 い

か な る 規 模 で あ っ て も 建 築 物 移 動 等 円 滑 化 基 準 に 適 合 さ

せ な け れ ば な ら な い も の と す る 。  


